
○一関工業高等専門学校事務情報化推進委員会規則 

 

    （設置） 

第１条 一関工業高等専門学校の事務の情報化（以下「事務情報化」という。）を推進するため，

一 関工業高等専門学校事務情報化推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 一 事務情報化推進計画の策定及び実施に関すること 

 二 事務情報化推進のための基盤整備に関すること 

 三 事務情報化の知識及び技術の普及に関すること 

 四 事務情報化に係るセキュリティーに関すること 

 五 学内に設置されている情報に関する委員会等との連絡調整に関すること 

 六 その他事務情報化に関すること 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 事務部長 

 二 各課長 

  三 各課長補佐  

 四 総務課学術情報係長 

 五 学生課教務係長 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，事務部長をもって充てる。 

 

（会議） 

第５条 委員長は，必要に応じて委員会を招集しその議長となる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めた場合は，委員以外の者を出席させ，意見を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第７条 委員会に，第２条各号に定める事項のうち，専門的事項について調査，検討するために

必要があるときは，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は，委員長が委嘱する。 

 

（事務） 

第８条 委員会の事務は，総務課において処理する。 

 

（その他） 



第９条 この規則に定めるもののほか，事務情報化に関して必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成１２年１０月２３日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 
    附 則 

 この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

 
    附 則 

 この規則は，平成２９年７月１４日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
 
    附 則（令和７年３月６日規則第２２号） 

 この規則は，令和７年３月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


